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報告第27号1

報告第27号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和４年８月30日報告

飯田市長 佐 藤 健

記

専決第21号 令和４年度飯田市一般会計補正予算（第４号）



 



専決第21号

令和４年度飯田市一般会計補正予算（第４号）

令和４年度飯田市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ74,076千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ49,073,061千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年７月29日専決

飯田市長 佐 藤 健

－1－



－2－



－3－



－4－



－5－



－6－



－7－



－8－



－9－



－10－



－11－



－12－



－13－





報告第28号1

報告第28号

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和４年８月30日報告

飯田市長 佐 藤 健

記

専決第26号 令和４年度飯田市一般会計補正予算（第５号）





専決第26号

令和４年度飯田市一般会計補正予算（第５号）

令和４年度飯田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88,070千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ49,161,131千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和４年８月10日専決

飯田市長 佐 藤 健

－1－



－2－



－3－



－4－



－5－



－6－



－7－



－8－



－9－



－10－



－11－



－12－



－13－





報告第29号1  
報告第29号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年８月30日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第18号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第29号2  
専決第18号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

下記のとおり自動車事故による損害を賠償する。 

 

令和４年６月29日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市内在住者 
 

２ 事故の概要 

令和４年４月11日午後１時50分頃、飯田市上郷黒田5674番付近の市道上郷324号線において、

飯田市所有の小型乗用自動車が右折しようとした際、市道上郷19号線を直進してきた相手方の

軽貨物自動車の右側面に接触し、相手方に損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 72,365円 

 



報告第30号1  
報告第30号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年８月30日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第16号 損害賠償の額を定めることについて

 



報告第30号2  
専決第16号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

下記のとおり林道管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

 

令和４年５月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市外所在企業 

 

２ 事故の概要 

令和４年２月25日午前10時20分頃、飯田市上村山中の林道赤石線において、当該林道脇の

山腹から落石があり、走行していた相手方の軽貨物自動車に接触し、当該車両の左側の前部並

びに左側ドア及びヘッドライトを破損する損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 255,123円 

 



報告第31号1 

報告第31号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年８月30日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記  
   損害賠償の額を定めることについて  
次の表のとおり道路管理の瑕疵

か し

による事故による損害を賠償する。 
専決番号 専決の日 相手方 事故の概要 損害賠償額 

専決第15号 令和４年

５月27日 

飯田市内所在企

業 

令和３年６月16日午後５時30分頃、

飯田市高羽町５丁目３番12付近の市道

飯田389号線において、当該市道に敷

設されている側溝の蓋が、相手方が所

有する普通乗用自動車が通過した際に

跳ね上がり、当該車両の左側の前部及

びフロントドアを破損する損害を与え

た。 

155,100円 

専決第22号 令和４年

８月４日 

飯田市外在住者 令和４年３月26日午後９時頃、飯田

市下久堅下虎岩3042番４付近の市道下

久堅107号線において、走行中の相手

方の普通乗用自動車が、当該市道に設

置された用水路のグレーチングの上を

通過した際、外れていた当該グレーチ

ングに接触し、当該車両の左側下部を

破損する損害を与えた。 

5,720円 

専決第23号 令和４年

８月４日 

飯田市外在住者 令和４年４月16日午前10時50分頃、

飯田市座光寺1618番７付近の市道座光

寺275号線において、飯田市が設置し

たカラーコーンが風により倒れた際

に、走行中の相手方の軽乗用自動車が

当該カラーコーンに接触し、相手方車

両のフロントバンパーを破損する損害

を与えた。 

44,990円 

     



報告第31号2  
専決第24号 令和４年

８月４日 

飯田市内在住者 令和４年６月９日午前９時30分頃、

飯田市座光寺2775番５付近の市道座光

寺218号線において、当該市道に敷設

されている用水路の破損した箇所に、

相手方が所有する軽貨物自動車の左前

輪が落ち、当該車両の下部、フロント

バンパー並びに左側の前部、フロント

ドア及びホイールを破損する損害を与

えた。 

72,002円 

専決第25号 令和４年

８月４日 

飯田市内所在企

業 

令和４年６月23日午後４時30分頃、

飯田市上村979番８付近の市道上村155

号線において、落石を除去するため停

車していた相手方の小型貨物自動車

が、法面からの落石に接触し、相手方

車両の右側面を破損する損害を与え

た。 

79,662円 

 



報告第32号1 

 

報告第32号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年８月30日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第17号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第32号2  
専決第17号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

下記のとおり介護保険事業における事故による損害を賠償する。 

 

令和４年６月６日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

１ 相手方 飯田市外所在企業 

 

２ 事故の概要 

令和３年11月26日午後１時頃、飯田市立病院介護老人保健施設において、相手方から賃借

して使用しているタオル類を当該施設からクリーニング業者へ搬出した際に、当該施設の職員

がガラス瓶を混入したため、クリーニングの作業において当該タオル類を破損させ、相手方に

当該タオル類の所有者に対する損害を賠償する債務を負わせた。 

 

３ 損害賠償額 19,260円 

 



報告第33号1 

報告第33号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年８月30日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記  
   損害賠償の額を定めることについて  
次の表のとおり学校施設維持に係る事故による損害を賠償する。 
専決番号 専決の日 相手方 事故の概要 損害賠償額 

専決第19号 令和４年

７月28日 

飯田市内在住者 令和４年６月28日午前９時30分頃、

飯田市正永町１丁目1215番地の飯田

西中学校敷地内において、職員が草

刈りをしていた際に草刈り機が跳ね

上げた石が、同所付近の市道正永線

を走行していた相手方の普通乗用自

動車のフロントガラスに当たり、破

損する損害を与えた。 

178,123円 

専決第20号 令和４年

７月28日 

飯田市内在住者 令和４年７月14日午前11時頃、飯

田市川路3477番地１の川路小学校敷

地内において、職員が草刈りをして

いた際に草刈り機が跳ね上げた石

が、同所北側に所在する相手方の住

宅のガラスに当たり、破損する損害

を与えた。 

36,828円 

 



 



報告第34号1

報告第34号

健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第22条第

１項の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率を、別紙のとおり報告する。

令和４年８月30日報告

飯田市長 佐 藤 健



報告第34号2

（別紙）

１ 健全化判断比率

（単位：％）

実質赤字比率
－

（11.88）

連結実質赤字比率
－

（16.88）

実質公債費比率
7.5

（25.0）

将来負担比率
22.8

（350.0）

（備考） １ 「－」は、実質赤字額、連結実質赤字額又は将来負担額がないことを示す。

２ 括弧内の数値は早期健全化基準

２ 資金不足比率

（単位：％）

特別会計の名称 資金不足比率

地方卸売市場事業特別会計
－

（20.0）

病院事業会計
－

（20.0）

水道事業会計
－

（20.0）

下水道事業会計
－

（20.0）

（備考） １ 「－」は、資金の不足額がないことを示す。

２ 括弧内の数値は経営健全化基準



報告第35号1

報告第35号

令和３年度飯田市病院事業会計継続費精算報告書の報告について

地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定により、令和３年度

飯田市病院事業会計継続費精算報告書を、別紙のとおり報告する。

令和４年８月30日報告

飯田市長 佐 藤 健



企業債
 過年度分
損益勘定
留保資金

企業債
 過年度分
損益勘定
留保資金

企業債
 過年度分
損益勘定
留保資金

円 　　　　円 　　　　円 円 　　　　円 　　　　円 円 　　　　円 　　　　円

１資本的支出 １建設改良費 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 265,000,000 265,000,000 0 230,246,000 230,200,000 46,000 △ 34,754,000 △ 34,800,000 46,000

2 265,000,000 265,000,000 0 293,446,000 293,400,000 46,000 28,446,000 28,400,000 46,000

3 200,000,000 200,000,000 0 183,139,000 183,100,000 39,000 △ 16,861,000 △ 16,900,000 39,000

計 730,000,000 730,000,000 0 706,831,000 706,700,000 131,000 △ 23,169,000 △ 23,300,000 131,000

事業名
年
度

実　績

支払義務
発 生 額

左の財源内訳
項

令和３年度  飯田市病院事業会計継続費精算報告書

施設長寿
命化事業

左の財源内訳

比　較

年割額と支払義
務発生額の差

全　体　計　画

年割額

左の財源内訳
款

報
告
第

3
5
号
2



議案第54号1 

議案第54号 

 

教育委員会の委員の任命について 

 

下記の者を、飯田市教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和４年８月30日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

飯田市内在住 北澤 正光 



 



議案第55号1 

 

議案第55号  

  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法（昭和24年法律第

139号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和４年８月30日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 金田 光廣 

 

飯田市内在住 清水 正隆 

 

飯田市内在住 川島 一慶 



 



議案第56号1 

議案第56号 

 

飯田市野底財産区管理委員の選任について 

 

 下記の者を、飯田市野底財産区管理委員に選任したいから、飯田市野底財産区管理会条例（昭

和32年飯田市条例第50号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和４年８月30日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 川手 竜雄 
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議案第57号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健

記

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）

職員の育児休業等に関する条例（平成４年飯田市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号ア(ｱ)中「第２条の４」を「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に

育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４」に、

「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子について

当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下

この号において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に

掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業期間の初日とする育児休業

をしようとするもの

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当

該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

第２条第３号ウを削る。

第２条の３第３号中「ため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日

と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続

き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を「非

常勤職員が」に、「するとき」を「する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはア及びイに掲げる場

合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場
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合）」に改め、イをウとし、同号ア中「（当該非常勤職員が」の次に「前号に掲げる場合に該当

して」を、「当該配偶者が」の次に「同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して」を

加え、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加える。

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場

合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該

配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の３第３号に次のように加える。

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合

第２条の４中「ため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到

達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に

引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって」を「非常勤職員が」に改め、

「各号」の次に「に掲げる場合」を加え、「とき」を「場合（当該子についてこの条の規定に該

当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第

３号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる

場合に該当する場合）」に改め、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前に次の１

号を加える。

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の

規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、

当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとする場合

第２条の４に次の１号を加える。

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の

規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の５を削る。

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条第８号中「その任期」

を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「育

児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続い

て特定職に」に、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の

末日」に、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、同号を同条第７号とする。

第３条の次に次の１条を加える

（法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間）

第３条の２ 法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、

57日間とする。
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第11条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第

３条（第５号に係る部分に限る。）及び第11条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。



 



議案第58号1

議案第58号

飯田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

飯田市手数料条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健

記

飯田市手数料条例の一部を改正する条例（案）

飯田市手数料条例（平成12年飯田市条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表第２中

「

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第６条第１項

の規定による長期

優良住宅建築等計

画の認定の申請に

対する審査

上記以外の場

合

一戸建ての住宅以外の住宅

で、増改築基準によるもので

あって１棟の戸数が５を超

えるもの

１棟 230,000円

」

を

「

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第６条第１項

の規定による長期

優良住宅建築等計

画の認定の申請に

対する審査

上記以外の場

合

一戸建ての住宅以外の住宅

で、増改築基準によるもので

あって１棟の戸数が５を超

えるもの

１棟 230,000円

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第６条第１項

の規定による長期

優良住宅維持保全

計画の認定の申請

に対する審査

確認書若しく

は住宅性能評

価書又はこれ

らの写しが提

出された場合

一戸建ての住宅 １戸 23,000円

共同住宅

等

１棟の戸数が

５以下のもの

１棟 38,000円

１棟の戸数が

５を超え10以

下のもの

１棟 60,000円

上記以外の場 一戸建ての住宅 １戸 73,000円
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合 共同住宅

等

１棟の戸数が

５以下のもの

１棟 144,000円

１棟の戸数が

５を超え10以

下のもの

１棟 230,000円

」

に、

「

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第８条第１項

の規定による認定

を受けた長期優良

住宅建築等計画の

変更の認定の申請

に対する審査

上記２区分以

外の場合

増改築基準によるとき。 １棟 3,000円

」

を

「

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第８条第１項

の規定による認定

を受けた長期優良

住宅建築等計画の

変更の認定の申請

に対する審査

上記２区分以

外の場合

増改築基準によるとき。 １棟 3,000円

長期優良住宅の普

及の促進に関する

法律第８条第１項

の規定による認定

を受けた長期優良

住宅維持保全計画

の変更の認定の申

請に対する審査

住 宅

の 構

造 又

は 設

備 の

変更

確認書

又はそ

の写し

が提出

された

場合

一戸建ての住宅 １戸 9,000円

共同住宅

等

１棟の戸数が

５以下のもの

１棟 28,000円

１棟の戸数が

５を超え10以

下のもの

１棟 40,000円

上記以

外の場

合

一戸建ての住宅 １戸 30,000円

共同住宅

等

１棟の戸数が

５以下のもの

１棟 75,000円

１棟の戸数が

５を超え10以

下のもの

１棟 118,000円
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上記以外の場合 １件 3,000円

」

に改める。

別表第３の５の項中「第85条第５項」を「第85条第６項」に改め、同表の７の項中「第87条の

３第５項」を「第87条の３第６項」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、令和４年10月１日から

施行する。





議案第59号1

議案第59号

飯田市大十区財産区積立基金条例を廃止する条例の制定について

飯田市大十区財産区積立基金条例を廃止する条例を下記のとおり制定する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健

記

飯田市大十区財産区積立基金条例を廃止する条例（案）

飯田市大十区財産区積立基金条例（昭和60年飯田市条例第54号）は、廃止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。





議案第60号

飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について

飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健

記

飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例（案）

飯田市営駐車場条例（昭和46年飯田市条例第56号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「規定する使用料を」を「定める駐車場を使用した時間の区分に応じ、それぞ

れ定める額を合計した額を使用料として」に改める。

別表第１中

「

駐車する時間が60分以下の場合は無料とし、当該60分を経過した時

から起算して30分を経過するときまでごとに100円とする。
を

」

「

１ 駐車の開始から２時間まで 無料

２ 駐車の開始から２時間を超えた場合 30分ごとに100円。ただ

し、24時間につき2,000円を上限とする。

に改める。

」

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際、現に改正前の飯田市営駐車場条例の規定に基づき普通駐車をしている

者が納付すべき使用料については、なお従前の例による。

議案第60号1
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議案第61号

工事請負契約の一部変更について（農業施設等補助災害復旧事業頭

首工復旧工事）

令和３年飯田市議会第２回定例会において議案第63号として議決を経た令和２・３・４年度農

業施設等補助災害復旧事業頭首工復旧工事請負契約の一部について下記のとおり変更する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健

記

区 分 変 更 前 変 更 後

契約の金額 172,249,000円 169,928,000円





議案第62号1

議案第62号

令和３年度飯田市水道事業剰余金の処分について

令和３年度飯田市水道事業剰余金について、別紙のとおり処分したいから、地方公営企業法（昭

和27年法律第292号）第32条第２項及び第３項の規定により、議会の議決を求める。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第62号2

（別紙）

令和３年度飯田市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

資本金 資本剰余金

利益剰余金

減債積立金
建設改良

積立金
未処分利益剰余金

利益剰余金

合計

当年度

末残高
10,956,395,498 534,052,589 1,482,562,915 150,000,000 67,903,929 1,700,466,844

議会の

議決に

よる処

分額

20,470,923 0 47,433,006 0 △67,903,929 △20,470,923

資本

金へ

の組

入れ

20,470,923 0 0 0 △20,470,923 △20.470,923

減債

積立

金の

積立

0 0 47,433,006 0 △47,433,006 0

処分後

残高 10,976,866,421 534,052,589 1,529,995,921 150,000,000

（繰越利益剰余金）

0 16,679,995,921
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議案第63号 

 

令和３年度飯田市下水道事業剰余金の処分について 

 

 令和３年度飯田市下水道事業剰余金について、別紙のとおり処分したいから、地方公営企業法

（昭和27年法律第292号）第32条第２項及び第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年８月30日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 



議案第63号2 

 

（別紙） 

 

   令和３年度飯田市下水道事業剰余金処分計算書（案） 

（単位：円） 

 

資本金 資本剰余金 

利益剰余金 

減債積立金 
未処分利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

当年度

末残高 
2,949,589,177 783,542,267 0 1,016,977,872 1,016,977,872 

議会の

議決に

よる処

分額 

556,060,129 0 460,917,743 △ 1,016,977,872 △ 556,060,129 

 資本

金へ

の組 

入れ 

556,060,129 0 0 △ 556,060,129 △ 556,060,129 

減債

積立

金の

積立 

0 0 460,917,743 △ 460,917,743 0 

処分後

残高 
3,505,649,306 783,542,267 460,917,743 

（繰越利益剰余金） 

0 

 

460,917,743 

 



議案第64号

令和４年度飯田市一般会計補正予算（第６号）案

令和４年度飯田市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ659,159千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ49,820,290千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健
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議案第67号1

議案第67号

令和３年度飯田市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市一般会計歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第68号1

議案第68号

令和３年度飯田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第69号1

議案第69号

令和３年度飯田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第70号1

議案第70号

令和３年度飯田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市介護保険特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第71号1

議案第71号

令和３年度飯田市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市地方卸売市

場事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第72号1

議案第72号

令和３年度飯田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市駐車場事業

特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第73号1

議案第73号

令和３年度飯田市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市墓地事業特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第74号1

議案第74号

令和３年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認

定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市介護老人保

健施設事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第75号1

議案第75号

令和３年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計歳入歳出決算

認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市ケーブルテ

レビ放送事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第76号1

議案第76号

令和３年度飯田市病院事業決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和３年度飯田市病院事

業決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第77号1

議案第77号

令和３年度飯田市水道事業決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和３年度飯田市水道事

業決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第78号1

議案第78号

令和３年度飯田市下水道事業決算認定について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和３年度飯田市下水道

事業決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健



議案第79号1

議案第79号

令和３年度飯田市各財産区会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和３年度飯田市各財産区会

計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和４年８月30日提出

飯田市長 佐 藤 健
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